
奨学金・修学資金等についてのご案内 

 

病院奨学金制度利用について 

各病院が、看護学校卒業後の就職を確約すると同時に看護学校の学習支援のために設けている制度です。

奨学金制度利用や就職活動に関しては、あくまでも学生個人と病院との契約となります。病院奨学金制度

の規定については各病院で内容が異なります。病院奨学金制度利用に関しましては、受給希望者が申請、

病院側が選考し、採用・不採用が決定します。希望および申請すれば受給が絶対ではありません。不採用

の場合は、奨学金制度利用及び就職に関して、改めて他の病院を検討していくことになります。 

2か所以上の病院を併願することはできません。学校と医療機関等との関係性の上でご理解ください。 

すべての奨学金受給や就職活動等は必ず学校への相談および報告を行いながら活動してください。 

社会福祉法人白十字会の病院 

病院名 住所地 予定月額 募集人数 備考 

白十字総合病院 
茨城県神栖市賀 2148番地 

50,000円 
当校から 

20 名程度 

3 年間従事者は 

返還債務免除 

東京白十字病院 
東京都東村山市諏訪町 2丁目 26-1 

50,000円 

住宅確保・家賃支援 
当校から 

5 名程度 

4 年間従事者は 

返還債務免除 

実習等関連病院 

病院名 住所地 予定月額 募集人数 備考 

鹿島病院 
茨城県鹿嶋市平井 1129-2 50,000円 当校から 

5 名 

3 年間従事者は 

返還債務免除 

神栖済生会病院 
茨城県神栖市知手中央 7-2-45 

50,000円 

この他にもあり 
全体で 

20 名 

3 年間従事者は 

返還債務免除 

その他奨学金・修学資金等利用について 

日本学生支援機構奨学金は、高校在学中、また、当校入学後も募集があった場合申請できます。 

県・市においても、それぞれ奨学金・修学資金等の制度が設けられています。それぞれ選考基準があり、

金額、条件、従事期間等も異なります。日本学生支援機構や茨城県看護師等修学資金については、当校 

に募集連絡が届いたあと、説明、申請、選考、受給決定となります。 

その他奨学金・修学資金（例） 

日本学生支援機構奨学金 第 1種（無利子）第 2 種（有利子）選考基準有 卒業後返済義務あり 

茨城県看護師等修学資金 看護職員不足地域医療機関等の施設が対象で

す。 

茨城県の申請窓口は学校となります。 

5 年間茨城県内医療機関

への従事者は返還債務免

除 

千葉県修学資金貸付制度 県内在住・県内勤務等。県指定の推薦書が必

要。 

千葉県に各自確認後、学校に報告してくださ

い。 

5 年間千葉県内医療機関

への従事者は返還債務免

除 

各市（神栖市・成田市

等） 

各市で条件が違います。各自問合せて下さい。申請は各市へ行い、決定後学

校に報告してください。学校からの推薦書が必要な場合は申し出てくださ

い。 

その他病院奨学金 各病院で金額・従事期間・条件などが違います。希望する病院に直接確認

し、申請を行ってください。学校に募集が来ている病院も多く、紹介できま

す。 

 


